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３　発意調査
平成25年度は、熊本市オンブズマン条例第７条第２項に基づき、発意調査を１件
行いました。（「Ｖ　発意調査の事例」参照）

４　勧告又は意見表明
平成25年度は、熊本市オンブズマン条例第７条第１項第２号に基づく勧告又は意
見表明に至った事例はありませんでした。

５　巡回オンブズマン
中央区を除く各区の区役所や公民館等に出向き、市民の皆さんとの面談を通じ苦
情申立てを受け付ける巡回オンブズマンについて、次のとおり実施しました。

開催日 開催場所
第１回 ４月25日（木） 東区役所
第２回 ５月20日（月） 西区役所
第３回 ６月20日（木） 南区役所
第４回 ７月17日（水） 北区役所
第５回 ８月27日（火） 託麻公民館
第６回 ９月19日（木） 花園公民館
第７回 10月30日（水） 城南総合出張所
第８回 11月28日（木） 清水公民館
第９回 12月10日（火） 東部公民館
第10回 １月23日（木） 河内総合出張所
第11回 ２月20日（木） 幸田公民館
第12回 ３月20日（木） 龍田公民館

６　現地調査
苦情の内容によっては、状況を把握するため、オンブズマンが直接現地に赴き調
査を行いますが、平成25年度は９案件10回実施しました。

７　フォローアップ調査（調査結果を受けた市の改善等の状況の追跡調査）
平成25年度にオンブズマンが調査結果を通知したもののうち、苦情申立ての趣旨
に沿ったものの中で改善に至っていないもの20件、市の業務に不備がなかったもの
の中でオンブズマンが何らかの要望を出したもの３件の計23件について改善等の状
況の追跡調査を行いました。加えて、過年度に改善等の状況の追跡調査を行ったも
のの改善に至っていないものについても再度追跡調査を行いました。
その結果、市から改善済や改善に向けて検討中である旨等の回答を得ました。
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８　その他の活動
　⑴　相談、要望の受付状況
　平成25年度は、オンブズマンの調査結果等に関する相談、要望や、市政等に関
する相談、要望を565件受け付けました。（表７参照）

表７　市民等からの相談、要望の行政組織別・分野別受付状況� ��（単位：件・％）

組　織 件数 構成比 分　　　　野
総務局 11 1.9 相談業務 7 不祥事 2 行財政改革 1 個人情報保護制度 1

企画振興局 262 46.4
オンブズマン制度 252 市民協働 2 交通安全対策 2 広報 1
広報刊行物 1 広聴業務 1 地域コミュニティセンター 1 自治会 1
公民館 1

財政局 18 3.2 固定資産税 10 市県民税 3 徴収対策 3 個人情報保護制度 2

健康福祉子ども局 44 7.8

介護保険 8 国民健康保険 6 相談業務 6 医療安全相談 3
生活保護 2 高齢者健康支援 2 障がい者社会参加促進 2 施設 2
国民年金 2 民生委員 1 高齢者団体支援 1 心身障害者扶養共済制度 1
住宅支援給付 1 保育所 1 保育料 1 児童相談所 1
動物愛護センター 1 霊堂 1 環境衛生 1 個人情報保護制度 1

環境局 11 1.9 収集 8 環境保全 2 相談業務 1
農水商工局 3 0.5 食肉センター 1 植木市 1 相談業務 1
観光文化交流局 1 0.2 観光イベント 1

都市建設局 89 15.8

道路管理 17 道路整備 14 河川管理 14 公園 9
市営住宅 8 マンション管理 6 土地区画整理 4 準用河川改修 4
建築確認 3 駐輪対策 3 用地取得 2 水路管理 2
都市計画 1 景観整備 1 駐車場管理 1

中央区役所 29 5.1
生活保護 17 相談業務 6 個人情報保護制度 3 国民健康保険 1
国民年金 1 手帳の交付 1

東区役所 4 0.7 生活保護 1 国民健康保険 1 ひとり親家庭支援 1 相談業務 1
西区役所 4 0.7 生活保護 2 自立支援給付 1 自治会 1
南区役所 16 2.8 ひとり親家庭支援 13 生活保護 3
北区役所 4 0.7 ひとり親家庭支援 2 生活保護 1 圃場整備 1
消防局 4 0.7 消防団 4

議会事務局 1 0.2 政務調査費 1
交通局 6 1.1 公共用地 4 自動車運行 2

上下水道局 3 0.5 上下水道料金 1 上下水道工事 1 下水道受益者負担金 1
病院局 1 0.2 診療費 1

教育委員会 9 1.6
幼稚園 4 中学校 2 学校教育 1 図書館 1
職務外行為 1

選挙管理委員会 2 0.4 公報 1 ポスター 1

その他の機関 43 7.6
国・県の機関 13 民間企業 9 住民間 7 市町村の機関 6
市民オンブズマン 5 その他 3

合計 565 100.0
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　⑵　第15回全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会
　平成25年11月に東京で開催された全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会
に、吉田勇オンブズマンが参加し、国や他自治体の行政苦情救済機関との意見・
情報交換を行いました。

⑶　広報
①　市政だよりでの広報
平成25年度７月号、11月号に制度案内記事
を、平成25年度４月号から３月号まで巡回オ
ンブズマン開催記事をそれぞれ掲載しました。
特に11月号は、紙面１ページを活用した特集
記事としました。

②　ラジオでの広報
市政広報番組等で制度についての広報を行
いました。

2013.11月号 ◎ オンブズマン制度4 児童虐待防止推進月間 ◎ 2013.11月号 5

11月は「児童虐待防止推進月間」です

『さしのべた  その手がこどもの  命綱』
平成25年度「児童虐待防止推進月間」標語

子ども虐待防止の
オレンジリボン

　児童虐待は、社会全体で解決していかなくてはならない重要な課題です。
　子どもたちの大切な「こころ」や「いのち」を守るため、わたしたちに何ができるかを考えてみませんか。

児童虐待を知っていますか？
　児童虐待とは、親または親に代わる養育者が子どもの心身を傷つけ、
健やかな成長・発達を損なう行為のことです。たとえ、親の愛情による
「しつけ」としての行為であっても、それが子どもにとって害となる行為
であれば、虐待といえます。
　また、児童虐待は、子どもたちにいろいろな影響を与えます。心に大き
な傷を受けた子どもが情緒不安定やうつ状態になったり、自己否定感を
強く持ったりなど、その後の人生に大きな影響を及ぼす可能性もあるの
です。

もしかして虐待？ と思ったら
　「不自然な傷がある」「激しい泣き声がする」「学校に行っていない」など、
もしかして虐待されているのではないかと気になる子どもがいたら、まず
は区役所保健子ども課に相談・連絡（通告）をしてください。児童虐待は「家
庭」という外から見えにくい場所で起こり、子どもが助けを自ら求めること
は難しく、なかなか気づきにくいものです。
　虐待の通報者は、近隣に住む方や知人が最も多くなっています。気になる
子どもがいたら相談・連絡をしてください。誰から相談や連絡があったかの
秘密は堅く守られます。

通告は『支援』の始まりです。

中央区役所保健子ども課　☎096-328-2421
東　区役所保健子ども課　☎096-367-9130
西　区役所保健子ども課　☎096-329-6838
南　区役所保健子ども課　☎096-357-4135
北　区役所保健子ども課　☎096-272-1104
市　児　童　相　談　所　☎096-366-8181
（※面接相談は要予約）

市児童相談所　　☎096-366-8181

子ども総合相談室（24時間・365日）
  ☎096-361-2525

児童虐待に関する相談・通告窓口 夜間・休日の通告電話窓口

子どもに関する相談

くまもと市オレンジリボンキャンペーン2013くまもと市オレンジリボンキャンペーン2013

くまもと市オレンジリボンサポーター養成講習会の
受講団体を募集します

無料 児童虐待防止推進講演会 無料

●子育て中の親子… ・自分の子育てがイメージどおりにいかない。
・子どもは可愛いけど、もっと自分の時間がほしい。

●妊娠中の方や
  この講習に興味のある方… ・子どもへの虐待問題に関心がある。

・相談窓口や社会の支援について知りたい。

…こんなこと、
ありませんか？ 一人で頑張らなくても大丈夫。

活用できる社会資源を上手に活用しましょう。

期　間
対　象

申込み

来年2月28日（金）まで
・大学生や一般の方でこの講習に興味のある団体
・妊娠や子育て中の親子
・保育園・幼稚園、企業や地域の中で集まれる方　など
　※いずれもおおむね10人以上の団体。
　※皆さんが集まる会場へ講師が直接お伺いします。

電話かファクス（096-351-2183）で、氏名（団体の場合は団体名）、電話番
号を子ども支援課（☎096-328-2158）へ

日　時
場　所
演　題

講　師

定　員
申込み

11月30日（土）　午後2時～4時
市総合体育館青年会館ホール
「子どもの笑顔を守るため」
～家族・地域・皆で支える子育て～
大日向 雅美さん
（恵泉女学園大学大学院教授）
300人
11月27日までに氏名、電話番号、参加人数（9人ま
で）と全員の氏名、託児の有無（氏名・人数・年齢）を
電話かファクス（096-370-2002）かインター
ネット（higomaru-call.jp）でひごまるコール（☎
096-334-1500）へ
※10人以上の団体での申込みは、直接子ども支援課（☎
096-328-2158）へ

※当日は公共交通機関もしくは最寄りの有料駐車場をご
利用ください。

受講者には
サポーター認定証と
記念品をプレゼント！

　調査の対象となる苦情の範囲は、熊本市の仕事と、その仕事に関わる職員の行為
で、自らの利害に関わり、その事実のあった日から原則として1年以内の苦情です。た
だし、行政不服申立てなどほかの制度を利用した場合など、取り扱わないこともあり
ます。詳しくは、オンブズマン事務局へ。

　書面（苦情申立書）をオンブズマン事務局へ、持参、郵送、ファクス（096-324-
4003）、電子メール（ombudsman@city.kumamoto.lg.jp）、ホームページの
フォームメールで提出してください。また、ご希望があれば、オンブズマンと直接
面談ができます。オンブズマン事務局へ電話で予約してください。

〜 
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オンブズマン（再任　H23.11～）
熊本大学名誉教授　吉田　勇

オンブズマン（新任　H25.11～）
弁護士　松永　榮治

　熊本市オンブズマン制度は、オンブズマンが、市政に関する
苦情を公平かつ中立的な立場で、簡易迅速に処理することに
より、市民の皆さんの権利と利益の保護を図り、市政に対する
市民の理解と信頼を高めることを目的とした制度です。
　平成23年11月に運用を開始し、平成25年3月までに受け
付けた苦情申立件数は171件（平成23年度72件、平成24年
度99件）でした。
　苦情の内容を分野別に見ると、福祉や子どもに関するもの
が33件と最も多く、次いで道路や交通に関するものが29件、
上下水道・川に関するものが10件、ごみ・環境・衛生に関する
ものが9件、税金・財政に関するものが8件、住宅に関するもの
が6件となっています。
　そのほか、公共施設や教育、公園、地域経済に関するものな
どもありました。

苦情処理の状況（総件数153件中）

苦情申立ての
趣旨に沿ったもの

28.8％　44件

市の業務に不備が
なかったもの

39.9％　61件

調査対象とならなかった
もの（管轄外のもの）

5.9％　9件

調査対象とならなかった
もの（利害なしなど）

20.2％　31件

調査を中止したもの
（取下げなど）

1.9％　3件
取り下げられたのもの

3.3％　5件

　8年以上前に市から給付を受けた重度障害者日常生活用具（電気
式たん吸引器）が損耗し、再交付を申請したが、新品の購入価格（定

価）が修理の見積額より高く、認められなかった。そこで、業者に新品の購入価格（実費）を
確認したところ、修理の見積額より安かったため、再度申請したが、あくまでも定価で判断
するとの説明だった。また、区毎の対応にも違いがあった。これについて納得できない。

　再交付を例外的に扱うなどそもそも要綱の規定が明確でなく、見
直しが必要です。
　また、購入価格については、市は定価の8割という目安があったよ
うですが、それを含め区毎に違う取扱いを行っていた実態がありま
すので、運用ルールの共通認識を図る必要があります。

オンブズマンの判断

　再交付が限定的、例外的にならないよう、分かりやすい要綱の改正に向けた検討を
行っています。
　また、運用ルールを徹底するため、区役所への巡回指導を行うとともに、全区役所を
対象とする説明会を開催しました。今後も、定期的に研修などを実施します。

改善状況

改善事例2　雨が降ると、自宅前の道路
が冠水し、その度にそこを通る
車の水はねが自宅敷地まで飛
んできて、大変困っている。冠水
しないようにしてほしい。

　市によると、冠水の原因は、水路から道路へ水があふ
れ出るのを防ぐために設置された高さ30cmのコンク
リートブロックが、逆に道路から水路への排水の障害に
なっている中で、以前あった道路の排水桝が壊れている
ことが原因とのことです。
　そのため、市では、今後早急に新たな排水桝を設置し
て、冠水を防止する予定とのことです。

オンブズマンの判断

　申立人立会いのもと、排水桝を市道内に新設し水路
へ排水する工事を行いました。

改善状況

　オンブズマン制度の「パンフレット」や「熊
本市オンブズマン平成24年度報告書」は、オ
ンブズマン事務局、市政情報プラザ、区役所、
総合出張所、出張所に置いているほか、市
ホームページからもダウンロードできます。

オンブズマン事務局（マスミューチュアル生命ビル2階）（☎096-328-2916）月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）　午前8時半～午後5時15分

苦情申立ての方法は？

どんな苦情が対象となりますか？

オンブズマン制度について

　本市の公共交通の現状・課題や今後のあり方について議論していきます。

日　時
場　所
内　容

11月14日（木）　午後7時～8時半
西部公民館大ホール(西区役所内）
●基調講演
　「三位一体で進める熊本市の公共交通サービスの再デザイン」
　講　師：溝上 章志さん（熊本大学教授）
●パネルディスカッション
　テーマ：「西区の公共交通のあり方」 定　員

申込み
400人（先着順）
当日直接会場へ定　員

申込み
300人（先着順）
当日直接会場へ

市政リレーシンポジウムを開催します
日　時
場　所
内　容

11月21日（木）　午後7時～8時半
アスパル富合ホール（南区役所隣）
●基調講演　「交通実態調査から考える南区の公共交通」
　講　師：円山 琢也さん（熊本大学准教授）
●パネルディスカッション
　テーマ：「南区の公共交通のあり方」

第5回
南 区

第4回
西 区

無料

（交通政策総室　☎096-328-2510）

改善事例1

　市民と行政のトラブルに真正面から
向き合う熊本市オンブズマン制度が
できてから2年が経過しました。申立人
の苦情申立てにしっかり耳を傾け、行
政の対応をきちんと調査したうえで、市

民の方々にも納得していただける公正な判断を目指すのがオ
ンブズマンの役割ですが、その難しさを痛感しています。市民の
方 と々行政の橋渡し役として、苦情申立てを市政の改善につな
ぐことができるように努めたいと思っています。

　この度、熊本市オンブズマンの委嘱を
受けます松永です。約2年前から、熊本市
弁護士会に所属して、熊本市内で弁護士
を行っておりますが、その前の約38年間
は、検察庁と法務省に勤務し、刑事事件
の捜査と裁判、刑事政策の研究、行政争訟の代理人などの仕事を
してきました。その実務の経験と知識を生かし、「市民の権利及び
利益の擁護者」としてのオンブズマンの責務の重要さを自覚し、
皆さんのお役に立てるように最善を尽くす所存です。

平日：午前8時半～午後5時15分

　児童虐待の相談のほか、育児・いじめ・
不登校・家族や友達関係についての相談
も受け付けています。

　平成25年3月までに苦情処理をした件数は、153件（平成23
年度61件、平成24年度92件）でした。内訳は次のとおりです。

くまもと市オレンジリボンサポーター（Orange Club）募集！
オレンジ                 クラブ

　くまもと市オレンジリボンサポーター（Orange Club）とは、児童虐待のない社会を応援
するすべての人をいいます。

子どもからのサイン 親の様子からのサイン
●

●

●

●

●

●

●

不自然な傷や、打撲の跡がある
着衣や髪の毛がいつも汚れている
表情が乏しい
おどおどしている
落ち着きがなく、乱暴になる
親を避けようとする
夜遅くまで、一人で遊んでいる

●

●

●

●

●

子どもへの接し方が乱暴・ぎこちない
子どもを避けるようにする
子どもの行動に無関心・冷淡
子どもに話しかけない
自分のペースで行動し、
子どものペースを考えない

次のようなサインが、複数見られる場合や、長期にわたって見られる場合は「虐待」が疑われます。

こんな親子を見かけたことはありませんかこんな親子を見かけたことはありませんか

【市政だより11月号】



−16−

③　ポスター、パンフレットの設置
オンブズマン事務局をはじめ、各区役所（各総合出張所、各出張所含む。）
等の市の施設に制度利用案内のポスターや、苦情申立書を挟み込んだパンフ
レットを設置しています。

④　バス・電車の車内広告
平成25年11月に、熊本市域の路線を中心に、バスや路面電車の車内に制度を
案内するポスターを掲示しました。

【制度案内パンフレット】

【苦情申立書】

【掲示用ポスター】
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⑤　各戸配布形式紙媒体（フリーペーパー）を用いた広報
平成25年10月から平成26年３月にかけて、「すぱいす」の紙面上で制度の紹
介を行いました。特に11月は２週にわたり紙面２ページを活用した特集記事と
しました。

⑷　オンブズマン制度のホームページ運用
　熊本市ホームページ上にオンブズマン制度のホームページを開設し、制度につ
いての情報発信や、インターネットを利用した苦情申立てができるようにしてい
ます。




